
令和８年 第５回 川口市教育委員会定例会 
 

                                日 時 令和８年３月１８日（水） 

                                    午後１時３０分 

                                場 所 川口市教育委員会室 

 

                                      日    程 
１  開 会 
 
 
２  点 呼 
 
 
３ 前回会議録の承認 
（１）第４回川口市教育委員会定例会会議録 
 
 
４ 教育長報告 
（１）４月行事予定について                               ――  １ 
（２）地域活性化・生活環境向上特別委員会の概要について                 ――  ３ 
（３）未来創造・教育力向上特別委員会の概要について                   ――  ７ 
（４）川口市立小中学校適正規模・適正配置基本方針（改定版）（案）に係る 

パブリック・コメントの結果概要について                      ――当日１ 
（５）川口市公民館運営審議会委員の解嘱について                     ―― ２３ 
（６）国登録有形文化財（建造物）の登録について                     ――当日２㊙ 
（７）学校における駐車使用料の無料化について                      ―― ２４ 
（８）令和７年度大貫海浜学園・水上自然教室校外教育終了報告について           ―― ２５ 
（９）令和８年度大貫海浜学園・水上自然教室校外教育の実施について            ―― ２６ 
（１０）令和８年度川口市学校教職員メンタルヘルスカウンセラーを委嘱することについて   ―― ２７ 
（１１）川口市立学校（園）の教育職員に関する業務量管理・健康確保措置実施 

計画の策定について                               ――当日３ 
（１２）令和８年度川口市スクールソーシャルワーカーについて               ―― ２８ 
（１３）令和８年度川口市立教育研究所相談員について                   ―― ３０ 
（１４）令和８年度川口市日本語指導支援員について                    ―― ３２ 
（１５）令和８年度川口市立教育研究所嘱託医について                   ―― ３３ 
（１６）令和８年度川口市立教育研究所カウンセラーについて                ―― ３４ 
（１７）令和８年度川口市立教育研究所嘱託カウンセラーについて              ―― ３６ 
（１８）令和８年度川口市立教育研究所特別支援教育アドバイザーについて          ―― ３７ 
 
 
５ 協議事項 
（１）川口市教育大綱（案）・教育振興基本計画（案）について                ――別添１～３ 
（２）川口市子ども読書活動推進計画（案）について                    ――別添４ 
 
 
 



６ 議案の審議 
議案第１７号 川口市立小中学校適正規模・適正配置基本方針の改定について         ――当日４ 
議案第１８号 専決処分の承認について（職員の人事について）               ――当日５㊙ 
議案第１９号 職員の人事について                            ――当日６㊙ 
議案第２０号 教育委員会組織規則の一部を改正する規則について              ―― ３８ 
議案第２１号 川口市立図書館管理規則の一部を改正する規則について            ―― ４２ 
議案第２２号 川口市立図書館処務規程の一部を改正する規程について            ―― ４８ 
議案第２３号 川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条例施行規則の 

一部を改正する規則について                        ―― ５２ 
議案第２４号 川口市学校運営協議会規則の一部を改正する規則について           ―― ６０ 
議案第２５号 川口市学校給食実施規則の一部を改正する規則について            ―― ６７ 
 
 
７ その他 
 
 
８ 閉 会 

 



日 曜日 時間 行事等 場所 主管課・機関

1 水 10:00
教育研究所教育相談員、日本語指導支援員

辞令書交付式
教育研究所上青木分室 指導課

10:00
教育研究所カウンセラー、スクールソーシャルワーカー

委嘱書交付式
教育研究所上青木分室 指導課

10:10 新規採用職員辞令交付式 2503会議室 教育総務課

14:30 新採用・転入教職員着任紹介式 2601会議室 学務課

15:30 教育委員会定例会 教育委員会室 教育総務課

2 木

3 金 9:30 初任者研修開講式 青木会館 指導課

4 土

5 日

6 月

7 火

8 水 入学式
小・中・高（全日）

各校
学務課

市立高等学校

始業式 各校（園）
学務課

市立高等学校

地域教育支援センター開室日
北・東・南

教育支援センター
指導課

11:30 芝園学園中学校開校保護者会 芝園学園中学校 指導課

9 木 入学（園）式
各幼稚園

芝園学園中学校陽春分校
学務課

10 金 日本語初期指導教室第1期開設（～5月13日） 各拠点校 指導課

給食開始（小１を除く） 各校 学校保健課

14:30 埼玉県都市教育長協議会総会 ホテルブリランテ武蔵野 教育総務課

15:00 大貫・水上指導者講習会オリエンテーション
501会議室
2601会議室

指導課

11 土

12 日 9:30 市指定無形民俗文化財「江戸袋の獅子舞」公開 江戸袋氷川神社 文化財課

13 月

14 火 給食開始（小１） 各小学校 学校保健課

6:45 水上自然教室指導者講習会（～4月15日） 群馬県みなかみ町 指導課

15 水

令和８年４月 行事予定表
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教育長報告（１）



日 曜日 時間 行事等 場所 主管課・機関

令和８年４月 行事予定表

16 木 7:30 大貫海浜学園指導者講習会（～4月17日） 千葉県富津市 指導課

9:30 市立学校長会議 2601会議室 学務課

14:00
南部教育長総会

南部教育長会議・教育長協議会
ホテルブリランテ武蔵野 教育総務課

17 金

18 土

19 日

20 月

21 火 市町村教育委員会教育長研究協議会 さいたま商工会議所会館 教育総務課

科学館休館日（館内整理日） 科学館 科学館

22 水 10:00 月例校長協議会 青木会館 学務課

23 木 令和８年度全国学力・学習状況調査 小・中学校各校 指導課

24 金 13:30 教育委員会定例会 教育委員会室 教育総務課

25 土

26 日 10:00 高校生海外派遣事業一次選考試験 中央ふれあい館 指導課

27 月

28 火

29 水 昭和の日

30 木
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地域活性化・生活環境向上特別委員会 

 

の概要について 

 

 

 
日 時 令和８年２月１２日（木） 

            午後１時３０分 

場 所 議会第２委員会室 

 

 

 

 

 

川 口 市 教 育 委 員 会 
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教育長報告（２）



目   次 
 

【質疑応答概要】 

 

  横曽根公民館・横曽根図書館建設事業について ……Ｐ ５ 

 
 

 

-4-



地域活性化・生活環境向上特別委員会質疑応答概要 
（令和８年２月１２日開催）               教育総務部 生涯学習課、中央図書館  

質 疑 応 答 

報告事項 横曽根公民館・横曽根図書館建設事業について 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

（青山 聖子 委員） 

今回の合築にあたって、施設を集約することに

よる補助金はあったのか。また、事業費はいくら

か。 

 

（碇 康雄 委員） 

①令和８年２月の開館に向けてとのことだが、い

つ開館するのか。 

 

 

②蔵書数は何冊と考えているのか。もともとあっ

た本を移設するのか、新しく買うのか。 

 

 

（吉田 英司 委員） 

ＡＥＤを設置する予定があるか。また、車椅子

はどこに設置されているのか。 

 

 

 

  

（生涯学習課長） 

 直接的な補助金はないが、施設を集約すること

により、有利な市債を充てている。事業費につい

ては、３１億６，５９８万４，８００円である。 

 

（生涯学習課長） 

①すでに開館しており、２月１日開館である。 

 

 

（中央図書館長） 

②約２１万冊所蔵できる施設である。現在は約１

８万冊所蔵している。今ある書籍を活用し、徐々

に購入して増やしていく予定である。 

 

（生涯学習課長） 

 ＡＥＤについては、賃貸借契約したものを設置

している。車椅子は公民館の事務所の中に備え付

けている。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

（中央図書館長） 

 ＡＥＤは公民館のみ設置している。車椅子は１

台図書館の事務所にある。 
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未来創造・教育力向上特別委員会 

 

の概要について 

 

 

 
日 時 令和８年２月９日（月） 

            午後１時３０分 

場 所 議会第３委員会室 

 

 

 

 

 

川 口 市 教 育 委 員 会 
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教育長報告（３）



目   次 
 
 
 

１ 川口市教育大綱及び川口市教育振興基本計画の改定について 

……Ｐ ９ 

 

２ 川口市子ども読書活動推進計画の改定について  ……Ｐ１５ 

 

３ 小中学校の適正規模・適正配置に係る審議経過について 

……Ｐ１８ 

４ いじめ根絶に向けた取り組み状況について    ……Ｐ２０ 
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未来創造・教育力向上特別委員会質疑応答概要 
（令和８年２月９日開催）                教育政策室、教育総務部、学校教育部 

質 疑 応 答 

報告事項１ 川口市教育大綱及び川口市教育振興基本計画の改定について 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

（芝﨑 正太 副委員長） 

① 参考資料１の１ページ、「改定にあたって」の

記載中、「これまでの大綱の方向性は継承しつつ」

とあるが、いじめ問題や不登校の生徒数は増加傾

向にあるなか、これまでの取り組みや反省点など

を踏まえているのか聞きたい。 

 

 

 

② 参考資料３の１０７ページ、施策９文化芸術の

発信の主な取り組みに記載している人材の育成に

ついて、こどもたちに対する具体的なアプローチ

に関する記述が無いが、どのように考えているの

か。 

 

 

（要望） 

これまでの計画のなかでも様々な取り組みが記

載されていたが、できていないこともあると思う

ので、実効性のある取り組みをお願いしたい。 

  

 

（教育総務課長） 

① 現状の課題等も確認しながら、策定を進めて

いる。教育がめざす姿を大きく変えるものではな

く、今後５年間のなかでこれまでの方向性を継承

する趣旨である。いじめの問題等に対しても、い

じめ防止対策の推進として、具体的に教育振興基

本計画のなかで記載しているものである。 

 

（文化推進室長） 

② 美術館のコンセプトに基づくミッションの中

に「育成」を掲げ、本物に触れることをきっかけ

に未来を担う人材を育成することを目標として

いる。物の豊かさより、心の豊かさを志向する機

運が高まる中で、心の豊かさを育てていく施設を

目指していく。 

 

 

 

 

 

 

-9-



 

質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（福田 洋子 委員） 

① 参考資料２の基本目標Ⅱの施策３の推進の柱

ウ「学校組織運営の改善と働きがいのある職場づ

くりについて、本市はどのように取り組んでいく

のか。 

 

 

 

 

 

② 参考資料３の１４５ページ、教員へのアンケ

ート調査結果において、例えば「児童生徒一人ひ

とりを確実に伸ばす教育ができている」や「児童

生徒に新しい時代に求められる資質・能力の育成

ができている」「グローバル化に対応する教育が

できている」の回答で「そう思う」「どちらかと言

えばそう思う」が低い値となっている。こうした

状況の中、働き甲斐がある職場づくりをどのよう

に捉えているのか。 

また、２２ページの幼児教育の充実にかかわ

り、現在、保育所に預けている家庭も多く、その

まま小学校に入学するこどもが多い状況である。

保育所や幼稚園との連携などの取り組みについ

て教えて欲しい。 

 

（学務課長） 

① 具体的には、週１回のリフレッシュデーなど、

教職員が働きやすい環境づくりに取り組み、教職

員がいきいきと働くことのできる職場づくりに取

り組んでいく。 

 こどものウェルビーイングを高める為には、教

職員のウェルビーイングを高めることが重要であ

ると考えている。 

 

（指導課長） 

② アンケート結果においては、職員の意識が低い

部分も見受けられるが、グローバル化に対応した

教育に関しては、ＡＬＴの拡充・充実により、意

識の向上が図られると考えており、拡充の要求を

しているところである。また、各学校に対し、外

国の学校とのオンライン交流も働きかけている。 

教育基本振興計画における幼児教育の充実は、

市立幼稚園２園を念頭に作成しているが、保育所

等との連携においては、「幼保小の架け橋プログラ

ム」に基づいて、カリキュラムの接続を重点にお

き、円滑に進められるよう連携を始めているとこ

ろである。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（池田 けい 委員） 

① 参考資料３の４１ページの「日本語指導が必要

な児童生徒への教育支援の充実」について、日本

語初期指導教室の設置を進め、すべての学校と連

携・分担体制を構築するとの記載があるが、具体

的にどのように実施する予定なのか。 

 

 

② 教育振興基本計画にはアンケート結果概要が

示されているが、教育大綱では実施したのか。ま

た、アンケート結果を踏まえ、どう活かしたのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（松本 幸恵 委員） 

① 特別支援教育の充実に関し、参考資料３の１２

４ページの指標のうち、特別支援学級設置校数の

令和１２年度の目標値が、小学校４３校、中学校

２０校となっており、県全体から見ても低い水準

（指導課長） 

① これまで、日本語初期指導教室を教育研究所

と４つの小中学校拠点校で実施していたが、今後

は、市内小学校１４校・中学校２校に日本語初期

指導教室拠点校を設置し、市内全域をカバーして

いきたいと考えている。 

 

（教育総務課長） 

② 教育振興基本計画に掲載しているアンケート

結果概要は、教育大綱も含まれるものである。結

果の活用は、一例として、小中学生及び高校生へ

の質問として「学校にいくのが楽しいか」「困りご

とや不安がある時に相談できる大人がいるか」

と、「自分にはよいところがあるか」への回答をク

ロス集計し、考察したところ、学校生活を楽しく

送れるこどもは、自己肯定感が高い傾向にあるこ

とから、指標においても「自分によいところがあ

るか」の割合を高める目標を設定しているもので

ある。 

 

（指導課長） 

 ①令和８年度には、特別支援学級の設置率が７

４％になる見込みであるが、特別支援に係る児童

生徒数の推移や学校施設等の状況、教職員の確保

及び育成を踏まえながら、全校設置に向けて取り
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

である。受け入れ環境の充実に向けて全校設置に

取り組んで貰いたいがどのように考えているか。

また、参考資料３の３８ページに記載されている、

特別支援教育に対する教職員の専門性の向上は非

常に重要な取り組みであるが、過日、特別支援学

級職員の体罰事案が報道されていたところであ

る。教職員の育成に関して、どのように担保して

専門性を向上させるのか教えて欲しい。 

 

 

② 参考資料３の８０ページに地域クラブ活動の

推進について、令和９年９月を目途に、まずは休

日の部活動を地域クラブ活動として推進し、同時

に平日の活動についても検討を進めるとあるが、

平日の活動についてはどのように検討していくの

か。また、これまで地域ミーティング等に参加し

てきた中で、モデル事業の参加者が増えていない

印象を受けているが、今後こどもたちの意見や声

をどのように聞いて、進めていくのかの方策を確

認したい。 

 

 

 

③ 一部、保護者の中には平日の部活動はなくなる

という認識の方もいることから、周知と理解は必

組みを継続していく考えである。また、教職員の

専門性の向上に関しては、学務課と連携を図り、

体罰を含めた職員事故の観点と特別支援教育の

指導力向上の観点から研修の充実を図っていく。 

 

 

 

 

 

（教育政策室長） 

② 平日については、国が令和１３年度までを一

つの区切りとしていることから、この間の国の動

向を確認しながら検討を進めていく。モデル事業

の参加団体については、昨年度が５団体、今年度

が１３団体となり、こどもたちの参加も徐々に増

えている状況であるが、来年度以降さらに団体を

増やし、活動の場を増やしていきたいと考えてい

る。こどもたちの声を聞くことについては、まず

周知が必要と考えていることから、教職員や保護

者に対して動画等を展開してきたが、今後も周知

しながら、こどもたちの声を聞いていきたいと考

えている。 

 

③ 周知と理解については、早急に進めていかな

ければならないと認識している。体制づくりにつ
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

要であると思うので、表現方法も考えながら進め

ていただきたい。また、部活動と地域クラブを円

滑に接続する体制づくり、学校との連携、クラブ

活動を支える統括団体の設置、充実も確実に進め

ていただきたいがどう考えているのか。 

 

 

④ 参考資料３の８６ページ、施策６のア、多様な

生涯学習活動の推進の現状と課題について、ＤＸ

の進展等に対応するため、ＩＣＴを活用した多様

な学習機会の提供などが求められている。とある

が、これらの課題を解決するためには、公民館へ

のＷｉ－Ｆｉ設置が必要であると考えるが、今後、

Ｗｉ－Ｆｉ設置についてどのように考えているの

か。 

 

（関 由紀夫 委員） 

 教育大綱・振興基本計画に基づいて様々な取り

組みへの予算が執行されるが、厳しい財政事情の

なか、現状の予算要求状況などを聞かせて欲しい。 

 

 

 

 

 

いても、統括団体の立ち上げ、人材バンクの設置

等、順次進めていく。 

 

 

 

 

（生涯学習課長） 

④ 例えば、スマホ講座では、講師が準備したポケ

ットＷｉ－Ｆｉを活用し講座を開催している。そ

の他の講座についてもＷｉ－Ｆｉ設置の必要性

は感じていないため、各公民館へのＷｉ－Ｆｉ設

置については現状考えていない。 

 

 

 

 

（教育総務部長） 

 今後お示しする令和８年度当初予算は、全庁的

に限られた予算のなかで各部局に配分されてお

り、教育局においても限られた枠のなかで事業の

優先順位を決めて計上している。また、極力、事

業における無駄を省くため、例えば、委託の回数

を減らすことや仕様の見直しなども行っている。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（坂本 だいすけ 委員） 

（要望） 

地域クラブ活動の推進について、令和９年９月か

ら休日の部活動を地域クラブ活動へ展開するとし

ているが、予算も含めて、果たして実施できるの

か。地域の指導者への指導料も含めて、その根拠

が明白ではない。令和９年９月ありきではなく、

柔軟に対応することを要望する。 

 

（芝﨑 正太 副委員長） 

 参考資料３の４９ページに、性に関する指導や

薬物乱用防止教育の推進が記載されているが、性

に関する指導を具体的にどのように実施し、連携

はどのようにしているのか、また、小学生には実

施しないのか教えて欲しい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（指導課長） 

指導にあたっては、学習指導要領に基づき実施

しており、連携にあたっては助産師、警察等、ゲ

ストティーチャーを招いて実施している。また、

小学校においても性に関する指導は、歯止め規定

を踏まえながら実施している。 
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未来創造・教育力向上特別委員会質疑応答概要 
（令和８年２月９日開催）                      教育総務部 中央図書館 

質 疑 応 答 

報告事項２ 川口市子ども読書活動推進計画の改定について 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

（松本 幸恵 委員） 

① 学校図書館について、予算を含めた今後の整備

の進め方について、教育委員会の方針はどうなっ

ているのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（指導課長） 

① 図書費の学校配当予算について、小学校は一校

あたり令和６年度４０５，０００円、７年度４１

５，０００円と１万円増額しており、８年度も同額

とする予定である。 

また、中学校は一校あたり令和６年度５５５，０

００円、７年度５６５，０００円と１万円増額して

おり、８年度についても同額とする予定である。 

 なお、図書費の令和６年度の執行率は小学校７

７％、中学校６２％と低かったが、今後は図書費を

流用禁止としているため上昇が見込まれる。 

 

（学校教育部長） 

蔵書や書架の状況など学校ごとの事情もあるた

め、庶務課が令和７年度に調査を行い、令和８年度

は学校要望に応じた図書費を配当する方針であ

る。図書費の流用は今年度同様、禁止とする予定で

ある。 

蔵書率が低いが、図書費の要望額が少ない学校

がある場合は別途事情を聴取させたい。 
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（要望） 

 図書費の学校配当予算については、学校で必要

な備品の購入に充てていたものと思われるため、

図書費だけでなく、備品を購入する予算の増額も

検討していただきたい。 

 

（要望） 

学校図書館司書は、２校兼務が多いが、全校に

１校１人配置を進めてほしい。 

 

 

 

② 市立図書館の司書と学校図書館司書は、どの

ように連携しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

（芝﨑 正太 副委員長） 

（要望） 

図書費の流用について、現場は苦肉の策だと思

うが、先ほどの回答通り是正をお願いしたい。 

（学校教育部長） 

 予算確保は課題として受け止めている。例え

ば、学校によっては、補助教材について、購入数

を精査していないケースもみられることから、予

算の適正な執行についても各学校に指導したい。 

 

（指導課長） 

単独配置校について、令和６年度の２校から 

令和７年度は１０校に増やしている。予算の範囲

で、拡充していく。 

 

（指導課長） 

② 市立図書館から学校への図書の貸出を行って

いる。 

 

（中央図書館長） 

② 今年度は各学校の学校図書館司書・司書教諭

と学校図書館の機能について、本の選書につい

て、学校連携事業について等のオンライン研修を

行った。 

 

（学校教育部長） 

学校で使用する消耗品は、教育委員会の費用で

購入するものである。 

 

-16-



 

質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

ＰＴＡ会費を消耗品費に使用など報道があった

が、各学校のＰＴＡによる資源回収などで得た会

費は、教材費に回してよいのか。 

 

（生涯学習課長） 

 ＰＴＡは任意団体であるため、ＰＴＡ会費から

の寄付金で学校の消耗品等を購入することは望

ましいとは言えない。 
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未来創造・教育力向上特別委員会質疑応答概要 
（令和８年２月９日開催）                            教育政策室 

質 疑 応 答 

報告事項３ 小中学校の適正規模・適正配置に係る審議経過について 

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

（松本 幸恵 委員） 

① 川口市立小中学校在り方審議会を傍聴した際、

通学区域や通学時間に関する協議の中で、安全性

の確保の観点からスクールバスのことが話題とな

っていたが、教育委員会の意向を伺いたい。また、

中学校でも来年度から３５人学級が始まることか

ら過大規模校、大規模校への具体の対応案があれ

ば伺いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

② 現在、通学時間３０分以内、通学距離１．５ｋ

ｍや２．０ｋｍに収まらない学校はあるか。あれ

ば何校あるか。 

 

 

  

（教育政策室長） 

① 通学距離は小学校を概ね１．５ｋｍ、中学校を

概ね２．０ｋｍを基本範囲としており、現在とそ

れほど変わらない距離とできることから、スクー

ルバスについては、現在のところ、教育局内で議

論してはいない。しかし、通学時間を小中学校と

もに概ね３０分以内としていることから、安全対

策を十分考慮した上で、自転車による通学等、検

討が必要だと考えている。また、過大規模校は現

時点ではない。大規模校については、少子化が進

むことから、将来的には適正規模に進んでいくと

予測している。３５人学級等による影響も考えら

れることから、人口推計も参考にしながら、学区

の調整等を図っていく。 

 

② 区域外から通学しているケースはあるもの

の、学区としては概ね収まっている。 

 

 

 

 

-18-



 

質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

（福田 洋子 委員） 

 川口市は広く、地域差がある。川口市立小中学

校在り方審議会では、市全体として学校の在り方

の話をしていると思うが、地域ごとには今後どの

ように進めていくのか。 

 

 

（要望） 

 これまでの視察を踏まえると、地域ごとの検討

会は非常に重要なので、地域の声を十分聞きなが

ら進めていただきたい。 

（教育政策室長） 

 令和８年度に（仮称）川口市立小中学校再編計

画を策定すると同時に、地域ごとの再編推進プラ

ンも考えていく計画である。地域の方々の意見も

大変重要であることから、十分周知の上、地域の

方々の声を聞き、理解を得ながら進めていく。 
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未来創造・教育力向上特別委員会質疑応答概要 
（令和８年２月９日開催）                        学校教育部 指導課 

質 疑 応 答 

報告事項４ いじめ根絶に向けた取り組み状況について     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 ＜ 質 疑 ＞ 

（池田 けい 委員） 

① 事案１２について、文部科学省の「いじめの定

義」によると、一定の人間関係のある相手から心

理的・物理的な攻撃を受けたことにより精神的な

苦痛を感じているものとあるが、文鎮を叩いてい

ることに対して「うるさいよ。」と伝えることや女

子が着替えている部屋の扉を開けてしまったこと

を「いけないんだよ。」と伝えた児童は、攻撃をし

たことになるのか、所見を伺いたい。 

 

② 文鎮を叩かれ、うるさくて嫌な思いをしたとな

ればいじめとなるのか。この事案は、保護者は重

大事態としての対応を望んでいるが、教員の範囲

でお互いの思いを伝えることを指導することで良

いのではないかと感じるという感想である。 

 

 

（松本 幸恵 委員） 

① 事案１２について、法的ないじめ認知について

の異議はないが、短い期間で何回か謝罪するとい

  

 

（指導課長） 

① 法的には、その行為により児童生徒が嫌な思

いをした場合にいじめ認知となる。しかしなが

ら、注意をした児童にいじめをしたという言い方

をするのではなく、別の伝え方や嫌な思いをする

人もいることを伝える等、配慮した指導を行なっ

ている。 

 

 

 

② 文鎮を叩かれ、うるさく感じた児童もいじめ

を訴えた場合は、双方でいじめ認知となる。この

事案の経緯としては、教科書を忘れたことを隣の

席の児童に指摘をされたことにより、気持ちが苛

立ってしまい、その気持ちを抑えるために文鎮を

叩いていたとのことである。 

 

（指導課長） 

① ＡさんとＢさんだけのやりとりでなく、クラ

ス全体が温かく受け止められるような学級づく
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質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

う事が起こっている中で、ＡさんとＢさんだけの

話ではなく、担任がクラス全体でその都度どのよ

うな指導を行ってきたのか、伺いたい。 

 

② 調査委員会ではどのような調査がなされてい

くのか、伺いたい。 

 

 

 

 

③ いじめゼロサミットについて、講師の方の話

を聞いた、児童生徒の感想を伺いたい。また、い

じめゼロサミットで決まったことを、児童生徒が

学校にどのように持ち帰って生かしていくのか

を伺いたい。 

りを、保護者の了解のもとで確認をし、指導がで

きたらさらに良かったと捉えている。 

  

 

② いじめ行為に関しては明らかになっており、

保護者も理解している。しかしながら、Ａさんが

学校生活や登校に不安を抱えていることから、再

発防止策及び学びの継続に向けた具体的な支援

方策を調査項目にしていく見込みである。 

 

③ 小学校の児童からは、「予防授業の中で講師の

先生が行なった、ぐしゃぐしゃにした紙が元通り

にならなかったように、いじめで傷ついた心もす

ぐには元通りにはならないことを学ぶことがで

きた。」という感想があった。また、中学校の感想

では、「無意識に差別やからかいの言動を行って

いるから、いじめがなくならないと思った。」「人

はときにマイクロアグレッションを起こしてい

るので、本当に相手に言ってよいのか、相手が傷

つかないかを実際に伝える前に考える必要があ

る。」という感想があった。 

各学校では、児童生徒集会でいじめ予防に関す

る場面劇や動画を作成して視聴するなどして、い

じめについて改めて考えさせた学校があった。ま

た、予防授業の内容を各学校で実施するために、

-21-



 

質 疑 応 答 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

指導案を作成し、全校に配布して、予防授業と同

じような授業を実施する予定である。 
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川口市公民館運営審議会委員の解嘱について 

 
 

公民館名 氏 名 委嘱年月日 
条例第３条 

該当名 
解嘱年月日 

南鳩ヶ谷公民館 菅野 静華 令和６年７月１日 知識経験者 令和８年１月２３日 

芝南公民館 榎本 義男 令和６年７月１日 社会教育関係者 令和８年２月７日 
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教育長報告（５）



学校における駐車使用料の無料化について 

 

１ 目的 

 これまで、「市有施設への職員等の通勤等による自家用自動車の駐車に関す

る基本方針」に基づき、学校職員を含む市職員が学校施設に通勤用自動車を駐

車する場合、使用料を徴収していた。 

令和８年度からは、教職員の待遇改善及び学校における事務負担の軽減を図

ることを目的として、学校における駐車使用料を無料化とするもの。 

 

２ 無料化の対象施設 

 市立小学校５２校、市立中学校２８校、川口市立高等学校、市立幼稚園２園 

 

３ 無料化による影響 

（１） 影響人数 約１，５００人 

（２） 影響金額 約２，４００万円 

 

４ 施行期日 令和８年４月１日 

 

５ 参考 

（１）現在の学校における駐車使用料 

 

職種 月額使用料 

職員 ２，６１０円 

公務使用の承認をされている職員 １，３１０円 

１週間当たりの所定の勤務時間が 20 時間以上かつ 38

時間 45 分に満たない職員 

１，３１０円 

１週間当たりの所定の勤務時間が 20 時間に満たない

職員 

０円 

 

（２）県内各市の学校における県費負担教職員の駐車使用料の徴収状況 

埼玉県内４０市のうち 

 徴収していない ３７市 ９２.５％ 

 徴収している   ３市  ７.５％（川口市、志木市、久喜市） 
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教育長報告（７）



令和７年度大貫海浜学園・水上自然教室校外教育終了報告について 

 

 

１ 大貫海浜学園 校外教育 

（１）実施期間 令和７年５月８日（木）～１１月２６日(水) 

 

（２）参加人員     児童        引率教師 

通常学級     ４，６２８人    ３９１人 

特別支援学級      ９３人                  

合計       ４，７２１人    ３９１人    ５，１１２人 

（児童参加率 ９６．６％） 

   ※特別支援学級は、従来の合同隊ではなく、各学校の通常学級と一緒に

実施 

   ※児童参加率は５月１日時点の児童数対比 

 

（３）交通機関  民間貸切バス  １６５台 

※指導者講習会バス２台含む 

 

 

２ 水上自然教室 校外教育 

（１）実施期間 令和７年５月１９日（月）～１０月３１日（金） 

 

（２）参加人員     生徒        引率教師 

通常学級     ４，１２２人    ２８０人 

特別支援学級      ６６人     ５２人           

合計       ４，１８８人    ３３２人    ４，５２０人 

（生徒参加率 ９２．５％） 

   ※特別支援学級は合同隊にて実施（一部通常学級と一緒に実施） 

   ※生徒参加率は５月１日時点の生徒数対比 

 

（３）交通機関  民間貸切バス  １３１台 

   ※指導者講習会バス２台含む 
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教育長報告（８）



令和８年度大貫海浜学園・水上自然教室校外教育の実施について 

 

 

１ 実施方法  

  大貫海浜学園   １泊２日 

  水上自然教室   ２泊３日 

 

２ 大貫海浜学園を１泊２日とした理由 

令和７年度の実施を振り返り、校外教育の目的である、豊かな環境の中

で自然に親しみ、集団活動を通じて、学校・家庭・地域では得がたい経験

を十分に得ることが可能であり、前年度と同様の実施がふさわしいと判断

したため。 

 

３ 水上自然教室を２泊３日とした理由 

令和７年度の実施を振り返り、移動にも時間を要す水上自然教室につい

ては、活動内容から２泊での実施がふさわしいと判断したため。 

 

４ バスの配車について 

  各学校専属による調達で準備を進める。 

 

５ 実施状況 

  令和２年度  中止 

  令和３年度  日帰り 

  令和４年度  日帰り 

  令和５年度  １泊２日 

  令和６年度  １泊２日（大貫海浜学園） 

２泊３日（水上自然教室） 

令和７年度  １泊２日（大貫海浜学園） 

２泊３日（水上自然教室） 

令和８年度  １泊２日（大貫海浜学園・予定） 

２泊３日（水上自然教室・予定） 
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教育長報告（９）



令和８年度川口市立学校教職員メンタルヘルスカウンセラーを委嘱することについて 

 
１ 趣旨 

  教職員の心の相談に応じるとともに管理職及び教職員への指導及び助言を行い、 

  教職員の心の健康の保持増進を図る。 

 
２ 業務内容 

  （１）教職員のメンタルヘルスケアに係る相談に関すること 

  （２）精神疾患による休職者等に対する職場復帰の支援に関すること 

  （３）メンタルヘルスケアに関する研修及び情報提供に関すること 

  （４）その他川口市が推進するメンタルヘルスケアに関すること 

 

３ 委嘱をする者 

 氏 名 再・新 

メンタルヘルスチーフカウンセラー 土井 一博 再 

メンタルヘルスカウンセラー 大林 ひろこ 再 

メンタルヘルスカウンセラー 若杉 肇 新 

 

４ 任期 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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教育長報告（１０）



令和８年度川口市スクールソーシャルワーカーについて 

 

１ 趣旨 

教育分野に関する知識に加えて、社会福祉等の専門的な知識や技術を用いて、

児童生徒が置かれた様々な環境への働き掛けや、関係機関等とのネットワークの

活用などにより、問題を抱える児童生徒及び保護者等に支援を行う専門家である

川口市スクールソーシャルワーカーを川口市立教育研究所に配置し、学校が関係

機関等と連携して、児童生徒の問題行動等への対応が図られるようにする。 

 

２ 採用人数 

９名（スーパーバイザー１名含む） 

 

３ 配置先 

  川口市立教育研究所 

※学校の要請に応じて、学校へ派遣 

 

４ 勤務内容 

 （スーパーバイザー） 

 週４日  １日あたり６時間  年間１８０日以内 

 （スクールソーシャルワーカー） 

 週２日  １日あたり６時間  年間９０日以内 

※ただし、特別な事情がある場合は、所属長の判断により、９０日を超える勤務

も認めることができる。 

 

５ 業務内容 

（１）問題を抱える児童等が置かれた環境への働きかけに関すること 

（２）関係機関等とのネットワークの構築、連携・調整に関すること 

（３）学校におけるチーム体制の構築、支援に関すること 

（４）保護者、教職員等に対する支援・相談・情報提供に関すること 

（５）教職員等への研修活動に関すること 
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教育長報告（１２）



６ 採用をする者 

氏 名 配属先 再・新 

小池 名保美 

（ＳＶとして採用） 
川口市立教育研究所 再 

矢作 勇一 川口市立教育研究所 再 

佐藤 敦子 川口市立教育研究所 再 

佐藤 聡子 川口市立教育研究所 再 

近藤 剛 川口市立教育研究所 再 

鳥羽 倫子 川口市立教育研究所 新 

田中 紀江 川口市立教育研究所 新 

川原 典子 川口市立教育研究所 新 

藤田 英利子 川口市立教育研究所 新 

 

７ 任期 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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令和８年度川口市立教育研究所教育相談員について 

 

 

１ 趣旨 

市内に在住している幼児及び児童生徒の教育上の諸問題の解決を図る。 

 

２ 採用人数 

１３名 

 

３ 配置先 

  川口市立教育研究所等 

 

４ 勤務内容 

月～金の週４日および週５日（土・日・祝日・年末年始の休日除く） 

１日あたり６時間 

 

５ 業務内容 

（１）児童生徒等への教育相談に関すること 

（２）教職員及び保護者に対する助言・援助に関すること 

（３）児童生徒等の教育相談に係る情報収集・提供に関すること 

（４）不登校児童生徒の地域教育支援センター（チャレンジスクール、わくわくスクー 

ル）における指導・助言に関すること 

（５）公民館等での教育相談に関すること 

（６）特別な支援を要する児童生徒等の相談に関すること 

（７）児童生徒等のいじめに関する相談及び学校への指導・助言に関すること 

（８）その他、川口市立教育研究所の業務及び児童生徒等の教育相談に関し、適当と 

認められる事項に関すること 
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教育長報告（１３）



６ 採用をする者 

氏 名 配属先 再・新 

髙村 美惠 川口市立教育研究所 再 

瀬山 真一 川口市立教育研究所 再 

貫井 友宣 川口市立教育研究所 再 

竹本 美香 川口市立教育研究所 再 

唐澤 由美 川口市立教育研究所 再 

大竹 伸明 川口市立教育研究所 再 

岩田 直代 川口市立教育研究所 再 

安部 正幸 川口市立教育研究所 新 

清水 ひより 川口市立教育研究所 再 

加納 啓太 川口市立教育研究所 再 

髙橋 勘太 川口市立教育研究所 再 

福田 修嗣 川口市立教育研究所 新 

山口 愛夏花 川口市立教育研究所 新 

 

７ 任期 

  令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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令和８年度川口市日本語指導支援員について 
 
 
１ 趣旨 

外国人児童生徒や帰国児童生徒のうち、日本語が理解できないことで学校生活に支障

をきたしている児童生徒を対象に、学校生活への適応を図るため、日本語の指導や文化

風習の支援を行う。 
 
２ 採用人数 
 ６名 

 
３ 配置先 
  川口市立教育研究所 

※要請に応じて学校へ派遣 
  

４ 勤務内容 
月～金の週５日（土・日・祝日・年末年始の休日除く） 
１日あたり５時間３０分 
 

５ 業務内容 
（１）児童生徒等への日本語指導・助言に関すること 
（２）教職員及び保護者に対する助言・支援に関すること 
（３）その他、川口市立教育研究所の業務及び児童生徒等の日本語指導に関する教育 

相談及び教科等指導に関し、適当と認められる事項に関すること 
 
６ 採用をする者 

№ 氏 名 配属先 再・新 

１ 村上 博俊 川口市立教育研究所 再 

２ 福島 章雄 川口市立教育研究所 再 

３ 石鍋 栄 川口市立教育研究所 再 

４ 橋本 正一 川口市立教育研究所 再 

５ 澁谷 艶子 川口市立教育研究所 再 

６ 浅井 智子 川口市立教育研究所 再 

 

７ 任期 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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教育長報告（１４）



 

令和８年度川口市立教育研究所嘱託医について 

 

 

１ 委嘱をする者 

氏 名 現在の職 再・新 

柴田 勲 精神科医 しばた心身クリニック院長 再 

 

２ 任期 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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教育長報告（１５）



 

令和８年度川口市立教育研究所カウンセラーについて 

  

 

１ 趣旨 

市内に在住している児童生徒の教育上の諸問題（特にいじめや不登校）の解決を

図るため、専門的な知識・経験を有する教育研究所カウンセラーによる教職員や保

護者への助言・援助及び児童生徒等のカウンセリングを行う。また、市立学校（園）

の研修に対し支援を行う。 

 

２ 採用人数 

  ８名 

 

３ 配置先 

  川口市立教育研究所 
※緊急派遣や研修会等、学校の要請に応じて、学校へ派遣 

 

４ 勤務内容 

週５日 １０：００～１７：００（休憩時間１時間）  

１日３～４名体制 

日給２０，０００円×１８回×５０週 

 

５ 業務内容 

（１）教職員や保護者への助言・援助及び児童生徒等のカウンセリング 

（２）市立学校（園）等の研修講師 
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教育長報告（１６）



６ 委嘱をする者 

氏 名 配属先 再・新 

山崎 健之介 川口市立教育研究所 再 

雪田 彩子 川口市立教育研究所 再 

小泉 藤子 川口市立教育研究所 再 

今野 洋子 川口市立教育研究所 再 

飯塚 幸子 川口市立教育研究所 再 

久保 由紀子 川口市立教育研究所 再 

海老澤 香菜恵 川口市立教育研究所 再 

宮本 千秋 川口市立教育研究所 新 

 

７ 任期 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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令和８年度川口市立教育研究所嘱託カウンセラーについて 

 

 

１ 委嘱をする者 

氏 名 現在の職 再・新 

杉山 雅宏 
東京家政大学人文学部 

心理カウンセリング学科 教授 
再 

 

２ 任期  

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 
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教育長報告（１７）



令和８年度川口市立教育研究所特別支援教育アドバイザーについて 

 

１ 委嘱をする者 

氏 名 配属先 再・新 

上原 節子 川口市立教育研究所 再 

後藤 和子 川口市立教育研究所 再 

戸ヶ﨑 幾江 川口市立教育研究所 再 

白尾 由美子 川口市立教育研究所 再 

廣門 明子 川口市立教育研究所 再 

小島 猛 川口市立教育研究所 再 

久保田 真一 川口市立教育研究所 新 

 

２ 任期 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで 

-37-

教育長報告（１８）



議案第２０号 

川口市教育委員会組織規則の一部を改正する規則について 

 このことについて別紙のとおり議決を求める。 

令和８年３月１８日提出 

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之 
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川口市教育委員会組織規則の一部を改正する規則

川口市教育委員会組織規則（令和７年教育委員会規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。

第４条教育総務部教育総務課の事務分掌中第１１号を削る。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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川口市教育委員会組織規則の一部を改正する規則案要綱 

 

１ 改正の趣旨及び内容 

分庁舎が廃止されたことに伴い、教育総務課の事務分掌から分庁舎の管理に関

する事務を削るもの。 

  

２ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行するもの。 

 

３ 予算措置 

  不要 

 

４ その他 

 (1) 根拠法令又は関係法令 

   川口市庁舎管理規則の一部を改正する規則（令和７年規則第６６号） 

 (2) パブリック・コメント 

   不要 

-40-
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議案第２１号 

川口市立図書館管理規則の一部を改正する規則について 

 このことについて別紙のとおり議決を求める。 

令和８年３月１８日提出 

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之 
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川口市立図書館管理規則の一部を改正する規則

川口市立図書館管理規則（昭和５５年教育委員会規則第８号）の一部を次のよう

に改正する。

第１条中「並びに川口市立中央図書館芝園分室（以下「芝園分室」という。）」

を削る。

第３条第３項を削る。

第４条第２項中「及び芝園分室」を削る。

第６条の見出しを「（利用の手続等）」に改め、同条第１項中「図書館資料」を

「個人で図書館資料」に、「もの」を「とき」に改め、同条第２項中「ものに」を

「者に」に改め、同条第５項中「もの」を「者」に改める。

第８条中「者が返却を怠り、督促をしても返却に応じない」を「ものが利用期間

の満了後も返却しない」に、「その者」を「そのもの」に改める。

第９条第１項中「（次項」を「で館長が適当と認めたもの（以下この条」に改め、

同項に後段として次のように加える。

この場合において、団体等は、別に定めるところにより、団体の登録を受けなけ

ればならない。

第９条中第２項を第５項とし、第１項の次に次の３項を加える。

２ 教育委員会は、前項の登録をしたときは、当該申込みをしたものに対して別記

様式の利用券を交付するものとする。

３ 利用券は、団体等の申込みに基づき３年ごとに更新するものとし、その手続は、

第１項後段の規定を準用する。

４ 団体等のその他の利用の手続等については、第６条第４項から第６項までの規

定を準用する。

第１２条第１項中「者」を「もの」に改める。

第１６条中「ものは」を「者は」に改める。

第２１条第２項中「者は」を「ものは」に改め、同条第３項後段中「者」を「も

の」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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川口市立図書館管理規則の一部を改正する規則案要綱 

 

１ 改正の趣旨 

中央図書館芝園分室を廃止する川口市立図書館設置及び管理条例の一部改正に

伴い、必要な改正を行うとともに、規定の整備を行うもの。 

 

２ 改正の内容 

 (1) 芝園分室に係る規定を削るもの。 

(2) 図書館資料の利用期間の満了後も返却しないものに対し、直ちに図書館の利

用を制限することができることとするもの。 

 

３ 施行期日（等） 

令和８年４月１日から施行するもの。 

 

４ 予算措置 

不要 

 

５ その他 

 (1) 根拠法令又は関係法令 

   川口市立図書館設置及び管理条例の一部を改正する条例（令和７年条例第９

０号） 

  

 (2) パブリック・コメント 

   不要 
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川
口

市
立

図
書

館
管

理
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
案
新

旧
対

照
表

○
川

口
市

立
図

書
館

管
理

規
則

（
昭

和
５

５
年

教
育

委
員

会
規
則

第
８

号
）

（
下

線
の
部

分
は
改

正
部
分

）

改
正

案
現

行

（
趣

旨
）

（
趣

旨
）

第
１

条
こ

の
規

則
は

、
川

口
市

立
図

書
館

設
置

及
び

管
理

条
例

（
昭

和
５
３

年
条
例

第
３

６
号
。

第
１

条
こ

の
規

則
は

、
川

口
市

立
図

書
館

設
置

及
び

管
理

条
例

（
昭

和
５

３
年

条
例
第

３
６
号

。

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。

）
第

８
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

川
口

市
立

中
央
図

書
館
（

以
下

「
中

以
下

「
条

例
」

と
い

う
。

）
第

８
条

の
規

定
に

基
づ

き
、

川
口

市
立

中
央

図
書

館
（
以

下
「
中

央
図

書
館

」
と

い
う

。
）

並
び

に
川

口
市

立
前

川
図

書
館

、
川

口
市

立
新
郷

図
書
館

、
川

口
市

央
図

書
館

」
と

い
う

。
）

並
び

に
川

口
市

立
前

川
図

書
館

、
川

口
市

立
新

郷
図

書
館
、

川
口
市

立
横

曽
根

図
書

館
、

川
口

市
立

戸
塚

図
書

館
及

び
川

口
市

立
鳩

ヶ
谷

図
書
館

（
以
下

「
地

域
図

立
横

曽
根

図
書

館
、

川
口

市
立

戸
塚

図
書

館
及

び
川

口
市

立
鳩

ヶ
谷

図
書

館
（

以
下
「

地
域
図

書
館

」
と

い
う

。
）

書
館

」
と

い
う

。
）

並
び

に
川

口
市

立
中

央
図

書
館

芝
園

分
室

（
以

下
「

芝
園

分
室
」

と
い
う

。

（
以

下
「

図
書

館
」

と
総

称
す

る
。

）
の

管
理

運
営

に
関
し

必
要

な
事
項

を
定
め

る
も

の
と

）
（

以
下

「
図

書
館

」
と

総
称

す
る

。
）

の
管

理
運

営
に

関
し

必
要

な
事

項
を

定
め
る

も
の
と

す
る

。
す

る
。

（
利

用
時

間
）

（
利

用
時

間
）

第
３

条
（

略
）

第
３

条
（

略
）

２
（

略
）

２
（

略
）

３
芝

園
分

室
の

利
用

時
間

は
、

次
の

各
号

に
掲

げ
る

区
分

に
応

じ
、

当
該

各
号

に
定
め

る
と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
教

育
委

員
会

が
特

に
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
こ

れ
を

変
更
す

る
こ
と

が
で

き
る
。

(
1
)

日
曜

日
、

土
曜

日
及

び
休
日

午
前

１
０

時
か

ら
午

後
５

時
ま
で

(
2
)

火
曜

日
か

ら
金

曜
日

ま
で

（
休

日
を

除
く

。
）

午
後

１
時

か
ら
午

後
５

時
ま
で

（
休

館
日
）

（
休

館
日
）

第
４

条
（

略
）

第
４

条
（

略
）

２
地

域
図

書
館

の
休

館
日

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
た
だ

し
、
教

育
委

員
会

２
地

域
図

書
館

及
び

芝
園

分
室

の
休

館
日

は
、

次
の

と
お

り
と

す
る

。
た

だ
し

、
教
育

委
員
会

が
特

に
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
こ

れ
を

変
更

し
、

又
は

臨
時

に
休

館
す
る

こ
と
が

で
き

る
。

が
特

に
必

要
と

認
め

る
と

き
は

、
こ

れ
を

変
更

し
、

又
は

臨
時

に
休

館
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

(
1
)
～

(
4
)

（
略

）
(
1
)
～

(
4
)

（
略

）

（
利

用
の

手
続

等
）

（
利

用
券
）
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第
６

条
個

人
で

図
書

館
資

料
（

電
子

図
書

資
料

を
除

く
。

第
１

２
条

を
除
き

、
以
下

同
じ

。
）

第
６

条
図

書
館

資
料

（
電

子
図

書
資

料
を

除
く

。
第

１
２

条
を

除
き

、
以

下
同

じ
。
）

の
館
外

の
館

外
利

用
、

電
子

図
書

資
料

の
利

用
そ

の
他

教
育

委
員

会
が

定
め

る
サ
ー

ビ
ス
の

利
用

（
第

利
用

、
電

子
図

書
資

料
の

利
用

そ
の

他
教

育
委

員
会

が
定

め
る

サ
ー

ビ
ス

の
利

用
（
第

４
項
に

４
項

に
お

い
て

「
館

外
利

用
等

」
と

い
う

。
）

を
し

よ
う

と
す

る
と

き
は
、

住
所
を

証
明

す
る

お
い

て
「

館
外

利
用

等
」

と
い

う
。

）
を

し
よ

う
と

す
る

も
の

は
、

住
所

を
証

明
す
る

書
類
を

書
類

を
添

え
て

教
育

委
員

会
に

申
し

込
み

、
登

録
を

受
け

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

添
え

て
教

育
委

員
会

に
申

し
込

み
、

登
録

を
受

け
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
教

育
委

員
会

は
、

前
項

の
登

録
を

し
た

と
き

は
、

当
該

申
込

み
を

し
た
者

に
対

し
て

別
記

２
教

育
委

員
会

は
、

前
項

の
登

録
を

し
た

と
き

は
、

当
該

申
込

み
を

し
た

も
の

に
対
し

て
別
記

様
式

の
利

用
券

を
交

付
す

る
も

の
と

す
る
。

様
式

の
利

用
券

を
交

付
す

る
も

の
と

す
る
。

３
・

４
（

略
）

３
・

４
（

略
）

５
利

用
券

を
有

す
る
者

は
、

利
用

券
を

紛
失

し
た

場
合

又
は

そ
の

住
所
若

し
く
は

氏
名

等
を

５
利

用
券

を
有

す
る

も
の

は
、

利
用

券
を

紛
失

し
た

場
合

又
は

そ
の

住
所

若
し

く
は
氏

名
等
を

変
更

し
た

場
合

は
、

速
や

か
に

教
育

委
員

会
に

届
け

出
な

け
れ

ば
な

ら
な
い

。
変

更
し

た
場

合
は

、
速

や
か

に
教

育
委

員
会

に
届

け
出

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

６
（

略
）

６
（

略
）

（
利

用
の

制
限
）

（
利

用
の

制
限
）

第
８

条
教

育
委

員
会

は
、

図
書

館
資

料
の

館
外

利
用

を
し

て
い

る
も

の
が
利

用
期
間

の
満

了
後

第
８

条
教

育
委

員
会

は
、

図
書

館
資

料
の

館
外

利
用

を
し

て
い

る
者

が
返

却
を

怠
り
、

督
促
を

も
返

却
し

な
い

場
合

は
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

そ
の
も

の
に
対

し
図

書
館

し
て

も
返

却
に

応
じ

な
い

場
合

は
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

そ
の

者
に

対
し

図
書
館

の
利

用
の

制
限

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

の
利

用
の

制
限

を
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

（
団

体
利

用
）

（
団

体
利

用
）

第
９

条
市

内
の

事
業

所
、

機
関

又
は

団
体

で
館

長
が

適
当

と
認

め
た

も
の
（

以
下
こ

の
条

に
お

第
９

条
市

内
の

事
業

所
、

機
関

又
は

団
体

（
次
項

に
お

い
て

「
団

体
等

」
と

い
う

。
）

は
、

図
書

資
料

を
館

外
利

用
す

る
こ

と
が
で

き
る
。

こ
の

場
合

い
て

「
団

体
等

」
と

い
う

。
）

は
、

図
書

資
料

を
館

外
利

用
す

る
こ

と
が

で
き

る
。

に
お

い
て

、
団

体
等

は
、

別
に

定
め

る
と

こ
ろ

に
よ

り
、

団
体

の
登

録
を
受

け
な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

２
教

育
委

員
会

は
、

前
項

の
登

録
を

し
た

と
き

は
、

当
該

申
込

み
を

し
た
も

の
に
対

し
て

別
記

２
１

の
団

体
等

が
、

同
時

に
館

外
利

用
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

図
書

資
料

の
点

数
及
び

１
の
図

様
式

の
利

用
券

を
交

付
す

る
も

の
と

す
る
。

書
資

料
を

連
続

し
て

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

期
間

は
、

別
表

の
と

お
り

と
す

る
。

３
利

用
券

は
、

団
体

等
の

申
込

み
に

基
づ

き
３

年
ご

と
に

更
新

す
る

も
の
と

し
、
そ

の
手

続
は
、

第
１

項
後

段
の

規
定

を
準

用
す

る
。

４
団

体
等

の
そ

の
他

の
利

用
の

手
続

等
に

つ
い

て
は

、
第

６
条

第
４

項
か
ら

第
６
項

ま
で

の
規

定
を

準
用

す
る
。

５
１

の
団

体
等

が
、

同
時

に
館

外
利

用
を

す
る

こ
と

が
で

き
る

図
書

資
料
の

点
数
及

び
１

の
図

書
資

料
を

連
続

し
て

利
用

す
る

こ
と

が
で

き
る

期
間

は
、

別
表

の
と

お
り
と

す
る
。

（
図

書
館

資
料

の
複

写
）

（
図

書
館

資
料

の
複

写
）

第
１

２
条

図
書

館
資

料
の

複
写

を
し

よ
う

と
す

る
も

の
は

、
複

写
申

込
書
を

館
長
に

提
出

し
な

第
１

２
条

図
書

館
資

料
の

複
写

を
し

よ
う

と
す

る
者

は
、

複
写

申
込
書

を
館

長
に
提

出
し
な
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け
れ

ば
な

ら
な

い
。

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
・

３
（

略
）

２
・

３
（

略
）

（
対

面
朗

読
等

を
利

用
で

き
る

者
）

（
対

面
朗

読
等

を
利

用
で

き
る

者
）

第
１

６
条

対
面

朗
読

等
を

利
用

す
る

こ
と

の
で

き
る

者
は

、
視
覚

障
害
者

等
で
あ

っ
て

、
市

第
１

６
条

対
面

朗
読

等
を

利
用

す
る

こ
と

の
で

き
る

も
の

は
、

視
覚

障
害

者
等

で
あ
っ

て
、
市

内
に

住
所

を
有

し
、

又
は

通
勤

若
し

く
は

通
学

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ
し

、
教
育

委
員

会
が

内
に

住
所

を
有

し
、

又
は

通
勤

若
し

く
は

通
学

す
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

教
育
委

員
会
が

特
別

の
理

由
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

特
別

の
理

由
が

あ
る

と
認

め
る

場
合

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

（
寄

贈
及

び
寄

託
）

（
寄

贈
及

び
寄

託
）

第
２

１
条

（
略

）
第

２
１

条
（

略
）

２
教

育
委

員
会

に
図

書
館

資
料

を
寄

贈
又

は
寄

託
し

よ
う

と
す

る
も

の
は
、

図
書
館

資
料

の
種

２
教

育
委

員
会

に
図

書
館

資
料

を
寄

贈
又

は
寄

託
し

よ
う

と
す

る
者

は
、
図

書
館
資

料
の
種

類
、

住
所

及
び

氏
名

を
教

育
委

員
会

に
申

し
出

て
承

認
を

得
た

後
、

現
品
を

提
出
す

る
も

の
と

類
、

住
所

及
び

氏
名

を
教

育
委

員
会

に
申

し
出

て
承

認
を

得
た

後
、

現
品

を
提

出
す
る

も
の
と

す
る

。
す

る
。

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

寄
託

さ
れ

た
図

書
館

資
料

（
以

下
「

寄
託

図
書
館

資
料
」

と
い

う
。

３
第

１
項

の
規

定
に

よ
り

寄
託

さ
れ

た
図

書
館

資
料

（
以

下
「

寄
託

図
書

館
資

料
」
と

い
う
。

）
は

、
教

育
委

員
会

が
購

入
し

た
図

書
館

資
料

と
同

様
の

取
扱

い
を

す
る
も

の
と
す

る
。

こ
の

）
は

、
教

育
委

員
会

が
購

入
し

た
図

書
館

資
料

と
同

様
の

取
扱

い
を

す
る

も
の

と
す
る

。
こ
の

場
合

に
お

い
て

、
教

育
委

員
会

は
、

寄
託

図
書

館
資

料
を

館
外

利
用

に
供
し

よ
う
と

す
る

と
き

場
合

に
お

い
て

、
教

育
委

員
会

は
、

寄
託

図
書

館
資

料
を

館
外

利
用

に
供

し
よ

う
と
す

る
と
き

は
、

当
該

寄
託

図
書

館
資

料
を

寄
託

し
た

も
の

の
承

認
を

得
な

け
れ

ば
な
ら

な
い
。

は
、

当
該

寄
託

図
書

館
資

料
を

寄
託

し
た
者

の
承

認
を

得
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

４
（

略
）

４
（

略
）
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議案第２２号 

川口市立図書館処務規程の一部を改正する規程について 

 このことについて別紙のとおり議決を求める。 

令和８年３月１８日提出 

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之 
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川口市立図書館処務規程の一部を改正する規程

川口市立図書館処務規程（平成１８年教育委員会規程第５号）の一部を次のよう

に改正する。

第６条第１項第３号中「、同条第２項ただし書及び同条第３項ただし書」を「及

び同条第２項ただし書」に改める。

附 則

この規程は、令和８年４月１日から施行する。
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川口市立図書館処務規程の一部を改正する規程案要綱 

 

１ 改正の趣旨及び内容 

中央図書館芝園分室を廃止する川口市立図書館設置及び管理条例の一部改正に

伴う川口市立図書館管理規則の一部改正に伴い、同室に係る規定を削るもの。 

 

２ 施行期日（等） 

令和８年４月１日から施行するもの。 

 

３ 予算措置 

不要 

 

４ その他 

 (1) 根拠法令又は関係法令 

   川口市立図書館管理規則（昭和５５年教育委員会規則第８号） 

  

 (2) パブリック・コメント 

   不要 

-50-

議案第２２号参考資料



川
口

市
立

図
書

館
処

務
規

程
の

一
部

を
改

正
す

る
規

程
案
新

旧
対

照
表

○
川

口
市

立
図

書
館

処
務

規
程

（
平

成
１

８
年

教
育

委
員

会
規
程

第
５

号
）

（
下

線
の
部

分
は
改

正
部
分

）

改
正

案
現

行

（
専

決
事

項
）

（
専

決
事

項
）

第
６

条
中

央
図

書
館

長
は

、
次

に
掲

げ
る

事
項

を
専

決
す

る
こ

と
が

で
き
る

。
第

６
条

中
央

図
書

館
長

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
を

専
決

す
る

こ
と

が
で
き

る
。

(
1
)
・

(
2
)

（
略

）
(
1
)
・

(
2
)

（
略

）

(
3
)

川
口

市
立

図
書

館
管

理
規

則
（

昭
和

５
５

年
教

育
委
員

会
規

則
第
８

号
）
第

３
条

第
１

(
3
)

川
口

市
立

図
書

館
管

理
規

則
（

昭
和

５
５

年
教

育
委

員
会

規
則
第

８
号

）
第
３

条
第
１

項
た

だ
し

書
及

び
同

条
第

２
項

た
だ

し
書

に
規

定
す

る
図

書
館

項
た

だ
し

書
、

同
条

第
２

項
た

だ
し

書
及

び
同

条
第

３
項

た
だ

し
書

に
規

定
す
る

図
書
館

の
利

用
時

間
の

変
更

並
び

に
同

規
則

第
４

条
第

１
項

た
だ
し

書
及

び
同
条

第
２
項

た
だ

し
書

の
利

用
時

間
の

変
更

並
び

に
同

規
則

第
４

条
第

１
項

た
だ

し
書

及
び
同

条
第

２
項
た

だ
し
書

に
規

定
す

る
休

館
日

の
変

更
に

関
す

る
こ

と
。

に
規

定
す

る
休

館
日

の
変

更
に

関
す

る
こ

と
。

２
（

略
）

２
（

略
）
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議案第２３号 

川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条例施行規則の一部を改正

する規則について 

 このことについて別紙のとおり議決を求める。 

令和８年３月１８日提出 

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之 
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川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条例施行規則の一部を改

正する規則

川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条例施行規則（平成１８年教

育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「者は」を「ものは」に改める。

様式第１号及び様式第２号を次のように改める。

様式第１号 別紙のとおり

様式第２号 別紙のとおり

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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様式第１号 

川口市立映像・情報メディアセンター利用許可申請書 
年  月  日   

  
 (あて先)（指定管理者） 

 
 
申

請

者 

団体名 

住所 
 

代表者又は氏名 

電話 

 
使

用

日 
    年  月  日                              

人

数 
        人  

時

間

帯 

：  ～  ： 
目

的 
 

使用室等   
（略） 

備  

考 
 

 
金額               円                  

 
 

許可番号       

 

-54-



様式第２号 

川口市立映像・情報メディアセンター利用許可書 
                         年  月  日 

  
（指定管理者） 

 
 
申

請

者 

団体名 

住所 〒 
  

代表者又は氏名  

電話  

 
使

用

日 
年  月  日                              

人

数 
人  

時

間

帯 

：  ～  ：  
目

的 
  

使用室等   
（略） 

備  

考 
 

 
金額               円              

 
 

許可番号  
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川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条例施行規則の一部を改

正する規則案要綱 

 

１ 改正の趣旨及び内容 

利便性の向上を図るため、利用許可申請書及び利用許可書の様式を改めるとと

もに、規定の整備を行うもの。 

 

２ 施行期日（等） 

令和８年４月１日から施行するもの。 

 

３ 予算措置 

不要 

 

４ その他 

 (1) 根拠法令又は関係法令 

   川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条例（平成１７年条例第

７５号） 

  

 (2) パブリック・コメント 

   不要 

-56-

議案第２３号参考資料



川
口

市
立

映
像

・
情

報
メ

デ
ィ

ア
セ

ン
タ

ー
設

置
及

び
管
理

条
例

施
行
規

則
の
一

部
を

改
正

す
る

規
則

案
新

旧
対

照
表

○
川

口
市

立
映

像
・

情
報

メ
デ

ィ
ア

セ
ン

タ
ー

設
置

及
び

管
理
条

例
施

行
規
則

（
平
成

１
８

年
教

育
委

員
会

規
則

第
９

号
）

（
下

線
の
部

分
は
改

正
部
分

）

改
正

案
現

行

（
利

用
の

手
続
）

（
利

用
の

手
続
）

第
２

条
条

例
第

９
条

の
規

定
に

よ
り

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
ス

タ
ジ

オ
、
コ

ミ
ュ
ニ

ケ
ー

シ
ョ

第
２

条
条

例
第

９
条

の
規

定
に

よ
り

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
ス

タ
ジ

オ
、

コ
ミ

ュ
ニ
ケ

ー
シ
ョ

ン
ス

タ
ジ

オ
、

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

ル
ー

ム
Ａ

、
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
ル

ー
ム

Ｂ
、
多

目
的
ス

タ
ジ

オ
Ａ

ン
ス

タ
ジ

オ
、

ミ
ー

テ
ィ

ン
グ

ル
ー

ム
Ａ

、
ミ

ー
テ

ィ
ン

グ
ル

ー
ム

Ｂ
、

多
目

的
ス
タ

ジ
オ
Ａ

又
は

多
目

的
ス

タ
ジ

オ
Ｂ

（
以

下
「

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
ス

タ
ジ

オ
等
」

と
い
う

。
）

の
利

又
は

多
目

的
ス

タ
ジ

オ
Ｂ

（
以

下
「

プ
レ

ゼ
ン

テ
ー

シ
ョ

ン
ス

タ
ジ

オ
等

」
と

い
う
。

）
の
利

用
の

許
可

を
受

け
よ

う
と

す
る

も
の

は
、

様
式

第
１

号
の

申
請

書
を

指
定
管

理
者
に

提
出

し
な

用
の

許
可

を
受

け
よ

う
と

す
る

者
は

、
様

式
第

１
号

の
申

請
書

を
指
定

管
理

者
に
提

出
し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

２
（

略
）

２
（

略
）
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様
式

第
１
号

様
式

第
１
号
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様
式

第
２
号

様
式

第
２
号
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議案第２４号 

川口市学校運営協議会規則の一部を改正する規則について 

 このことについて別紙のとおり議決を求める。 

令和８年３月１８日提出 

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之 
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川口市学校運営協議会規則の一部を改正する規則

川口市学校運営協議会規則（平成２１年教育委員会規則第１号）の一部を次のよ

うに改正する。

第２条中「川口市教育委員会」を「、川口市教育委員会」に、「の学校運営への

参画や、保護者及び地域住民等による学校運営への支援・」を「による学校運営へ

の参画、支援及び」に改める。

第３条第３項中「当該学校」を「対象学校」に改める。

第４条第１項中第５号を第６号とし、第４号を第５号とし、第３号を第４号とし、

第２号の次に次の１号を加える。

(3) 業務量管理・健康確保措置の実施に関すること。

第５条第３項中「教育委員会」の次に「又は教育委員会を経由して埼玉県教育委

員会」を加える。

第６条を次のように改める。

（組織及び委員）

第６条 協議会は、委員１５名以内をもって組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 保護者

(2) 地域住民

(3) 社会教育法（昭和２４年法律第２０７号）第９条の７第１項に規定する地域

学校協働活動推進員その他の対象学校の運営に資する活動を行う者

(4) 対象学校の校長

(5) 対象学校の教職員

(6) 学識経験者

(7) その他教育委員会が適当と認める者

第８条中「２年」を「、２年」に改める。

第９条第１項中「会長」を「、会長」に改め、同条第３項中「事故」を「事故が

」に改める。

第１０条の見出しを「（会議）」に改め、同条第１項中「協議会」の次に「の会

議」を加え、「、議案」を「議案」に改め、同条第４項中「、利害を有する委員」
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を「利害を有する委員」に改める。

第１３条第２項中「当該対象学校」を「対象学校」に改める。

第１８条中「教育委員会教育長」を「教育長」に改める。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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川口市学校運営協議会規則の一部を改正する規則案要綱 

 

１ 改正の趣旨及び内容 

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部改正により、校長が学校運営

協議会の承認を得ることとなっている学校運営に関する基本的な方針に、業務量

管理・健康確保措置の実施に関する内容を含めることとされたことから、必要な

規定の整備を行うもの。 

 

２ 施行期日 

  令和８年４月１日から施行するもの。 

 

３ 予算措置 

  なし 

 

４ その他 

 (1) 根拠法令又は関係法令 

   公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法等の一部を

改正する法律（令和７年法律第６８号） 

   地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号） 

 (2) パブリック・コメント 

   不要 

-63-

議案第２４号参考資料



川
口

市
学

校
運

営
協

議
会

規
則

の
一

部
を

改
正

す
る

規
則
案

新
旧

対
照
表

○
川

口
市

学
校

運
営

協
議

会
規

則
（

平
成

２
１

年
教

育
委

員
会
規

則
第

１
号
）

（
下

線
の
部

分
は
改

正
部
分

）

改
正

案
現

行

（
協

議
会

の
目

的
）

（
協

議
会

の
目

的
）

第
２

条
協

議
会

は
、

学
校

運
営

及
び

当
該

運
営

へ
の

必
要

な
支

援
に

関
し
て

協
議
す

る
機

関
と

第
２

条
協

議
会

は
、

学
校

運
営

及
び

当
該

運
営

へ
の

必
要

な
支

援
に

関
し

て
協

議
す
る

機
関
と

し
て

、
川

口
市

教
育

委
員

会
（

以
下

「
教

育
委

員
会

」
と

い
う

。
）

及
び
校

長
の
権

限
と

責
任

し
て

川
口

市
教

育
委

員
会

（
以

下
「

教
育

委
員

会
」

と
い

う
。

）
及
び

校
長

の
権
限

と
責
任

の
下

、
保

護
者

及
び

地
域

住
民

等
に

よ
る

学
校

運
営

へ
の

参
画

、
支

援
及
び

の
下

、
保

護
者

及
び

地
域

住
民

等
の

学
校

運
営

へ
の

参
画

や
、

保
護

者
及

び
地

域
住
民

等
に
よ

協
力

を
促

進
す

る
こ

と
に

よ
り

、
学

校
と

保
護
者

及
び
地

域
住

民
等

る
学

校
運

営
へ

の
支

援
・

協
力

を
促

進
す

る
こ

と
に

よ
り

、
学

校
と

保
護

者
及

び
地
域

住
民
等

と
の

間
の

信
頼

関
係

を
深

め
、

学
校

運
営

の
改

善
及

び
児

童
生

徒
の

健
全
育

成
に
取

り
組

む
こ

と
の

間
の

信
頼

関
係

を
深

め
、

学
校

運
営

の
改

善
及

び
児

童
生

徒
の

健
全

育
成

に
取
り

組
む
こ

と
を

目
的

と
す

る
。

と
を

目
的

と
す

る
。

（
設

置
）

（
設

置
）

第
３

条
（

略
）

第
３

条
（

略
）

２
（

略
）

２
（

略
）

３
教

育
委

員
会

は
、

協
議

会
を

置
く

と
き

は
、

対
象

学
校

の
校

長
、

対
象
学

校
に
在

籍
す

る
生

３
教

育
委

員
会

は
、

協
議

会
を

置
く

と
き

は
、

対
象

学
校

の
校

長
、

当
該

学
校

に
在
籍

す
る
生

徒
、

児
童

又
は

幼
児

の
保

護
者

及
び

対
象

学
校

の
所

在
す

る
地

域
住

民
の
意

見
を
聞

く
も

の
と

徒
、

児
童

又
は

幼
児

の
保

護
者

及
び

当
該

学
校

の
所

在
す

る
地

域
住

民
の

意
見

を
聞
く

も
の
と

す
る

。
す

る
。

（
所

掌
事

項
）

（
所

掌
事

項
）

第
４

条
対

象
学

校
の

校
長

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、

毎
年

度
基
本

的
な
方

針
を

作
成

第
４

条
対

象
学

校
の

校
長

は
、

次
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、

毎
年

度
基

本
的

な
方
針

を
作
成

し
、

協
議

会
の

承
認

を
得

る
も

の
と

す
る
。

し
、

協
議

会
の

承
認

を
得

る
も

の
と

す
る
。

(
1
)
・

(
2
)

（
略

）
(
1
)
・

(
2
)

（
略

）

(
3
)

業
務

量
管

理
・

健
康

確
保

措
置

の
実

施
に

関
す

る
こ

と
。

(
4
)
～

(
6
)

（
略

）
(
3
)
～

(
5
)

（
略

）

２
（

略
）

２
（

略
）

（
意

見
の

申
出
）

（
意

見
の

申
出
）

第
５

条
（

略
）

第
５

条
（

略
）

２
（

略
）

２
（

略
）

３
協

議
会

は
、

前
２

項
の

規
定

に
よ

り
教

育
委

員
会

又
は

教
育

委
員

会
を
経

由
し
て

埼
玉

県
教

３
協

議
会

は
、

前
２

項
の

規
定

に
よ

り
教

育
委

員
会
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育
委

員
会

に
対

し
て

意
見

を
述

べ
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

対
象

学
校
の

校
長
の

意
見

を
聴

に
対

し
て

意
見

を
述

べ
る

と
き

は
、

あ
ら

か
じ

め
、

対
象

学
校

の
校

長
の
意

見
を
聴

取
す

る
も

の
と

す
る
。

取
す

る
も

の
と

す
る
。

（
組

織
及

び
委

員
）

（
委

員
）

第
６

条
協

議
会

は
、

委
員

１
５

名
以

内
を

も
っ

て
組

織
す

る
。

第
６

条
協

議
会

の
委

員
は

１
５

名
以

内
と

し
、

次
に

掲
げ

る
者

の
う

ち
か

ら
、

教
育
委

員
会
が

委
嘱

し
、

又
は

任
命

す
る
。

(
1
)

保
護

者

(
2
)

地
域

住
民

(
3
)

社
会

教
育

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

２
０

７
号

）
第

９
条

の
７

第
１

項
に

規
定
す

る
地
域

学
校

協
働

活
動

推
進

員
そ

の
他

の
対

象
学

校
の

運
営

に
資

す
る

活
動
を

行
う

者

(
4
)

対
象

学
校

の
校
長

(
5
)

対
象

学
校

の
教

職
員

(
6
)

学
識

経
験
者

(
7
)

そ
の

他
教

育
委

員
会

が
適

当
と

認
め

る
者

２
委

員
は

、
次

に
掲

げ
る

者
の

う
ち

か
ら

教
育

委
員

会
が

委
嘱

し
、

又
は
任

命
す
る

。

(
1
)

保
護

者

(
2
)

地
域

住
民

(
3
)

社
会

教
育

法
（

昭
和

２
４

年
法

律
第

２
０

７
号

）
第

９
条

の
７

第
１
項

に
規
定

す
る

地
域

学
校

協
働

活
動

推
進

員
そ

の
他

の
対

象
学

校
の

運
営

に
資
す

る
活

動
を
行

う
者

(
4
)

対
象

学
校

の
校
長

(
5
)

対
象

学
校

の
教

職
員

(
6
)

学
識

経
験
者

(
7
)

そ
の

他
教

育
委

員
会

が
適

当
と

認
め

る
者

（
任

期
）

（
任

期
）

第
８

条
委

員
の

任
期

は
、

２
年

と
す

る
。

た
だ

し
、

補
欠

委
員

の
任

期
は
、

前
任
者

の
残

任
期

第
８

条
委

員
の

任
期

は
２
年

と
す

る
。

た
だ

し
、

補
欠

委
員

の
任

期
は

、
前

任
者
の

残
任
期

間
と

す
る
。

間
と

す
る
。

（
会

長
及

び
副

会
長
）

（
会

長
及

び
副

会
長
）

第
９

条
協

議
会

に
、

会
長

及
び

副
会

長
を

置
き

、
委

員
の

互
選

に
よ

り
選
出

す
る
。

第
９

条
協

議
会

に
会
長

及
び

副
会

長
を

置
き

、
委

員
の

互
選

に
よ

り
選

出
す

る
。

２
（

略
）

２
（

略
）

３
副

会
長

は
、

会
長

を
補

佐
し

、
会

長
に

事
故

が
あ

る
と

き
は

、
そ

の
職
務

を
代
理

す
る

。
３

副
会

長
は

、
会

長
を

補
佐

し
、

会
長

に
事
故

あ
る

と
き

は
、

そ
の
職

務
を

代
理
す

る
。

（
会

議
）

（
議

事
）
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第
１

０
条

協
議

会
の

会
議

は
、

会
長

が
開

催
日

の
７

日
前

ま
で

に
議

案
を

示
し
て

招
集

す
る
。

第
１

０
条

協
議

会
は

、
会

長
が

開
催

日
の

７
日

前
ま

で
に

、
議
案

を
示

し
て
招

集
す
る

。

た
だ

し
、

緊
急

を
要

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

た
だ

し
、

緊
急

を
要

す
る

場
合

に
お

い
て

は
、

こ
の

限
り

で
な

い
。

２
・

３
（

略
）

２
・

３
（

略
）

４
議

決
事

項
に

つ
い

て
利

害
を

有
す

る
委
員

は
、

当
該

議
決

事
項

に
関
し

て
議
決

権
を

有
し

４
議

決
事

項
に

つ
い

て
、

利
害

を
有

す
る

委
員

は
、

当
該

議
決

事
項

に
関

し
て

議
決
権

を
有
し

な
い

。
な

い
。

５
（

略
）

５
（

略
）

（
指

導
及

び
助

言
）

（
指

導
及

び
助

言
）

第
１

３
条

（
略

）
第

１
３

条
（

略
）

２
教

育
委

員
会

及
び

対
象

学
校

の
校

長
は

、
協

議
会

が
適

切
な

合
意
形

成
を
行

う
こ

と
が

２
教

育
委

員
会

及
び

当
該

対
象

学
校

の
校

長
は

、
協

議
会

が
適

切
な

合
意

形
成

を
行
う

こ
と
が

で
き

る
よ

う
必

要
な

情
報

提
供

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

で
き

る
よ

う
必

要
な

情
報

提
供

に
努

め
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
委

任
）

（
委

任
）

第
１

８
条

こ
の

規
則

に
定

め
る

も
の

の
ほ

か
、

必
要

な
事

項
は

、
教

育
長

が
別

に
第

１
８

条
こ

の
規

則
に

定
め

る
も

の
の

ほ
か

、
必

要
な

事
項

は
、

教
育
委

員
会

教
育
長

が
別
に

定
め

る
。

定
め

る
。
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議案第２５号 

川口市学校給食実施規則の一部を改正する規則について 

 このことについて別紙のとおり議決を求める。 

令和８年３月１８日提出 

川口市教育委員会教育長  井 上  清 之 
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川口市学校給食実施規則の一部を改正する規則

川口市学校給食実施規則（平成２３年教育委員会規則第３号）の一部を次のよう

に改正する。

第６条中第３号を削り、第４号を第３号とし、第５号を第４号とする。

附 則

この規則は、令和８年４月１日から施行する。
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川口市学校給食実施規則の一部を改正する規則案要綱 

 

１ 改正の趣旨 

令和８年４月から、国による小学校段階の学校給食費の抜本的な負担軽減が実

施されることに伴い、要保護者等は、引き続き公的扶助により学校給食費を負担

することを明確化するもの。 

 

２ 改正の内容 

学校給食費の納入に係るその他の特例の規定から、生活保護法に規定する要保

護者又はこれに準ずる者と認められるときの特例を削るもの。 

 

３ 施行期日 

令和８年４月１日から施行するもの。 

 

４ 予算措置 

不要 

 

５ その他 

 (1) 根拠法令又は関係法令 

 学校給食法第１１条第２項 

 

 (2) パブリック・コメント 

   不要 
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川
口

市
学

校
給

食
実

施
規

則
の

一
部

を
改

正
す

る
規

則
案
新

旧
対

照
表

○
川

口
市

学
校

給
食

実
施

規
則

（
平

成
２

３
年

教
育

委
員

会
年
規

則
第

３
号
）

（
下

線
の
部

分
は
改

正
部
分

）

改
正

後
改

正
前

（
そ

の
他

の
特

例
）

（
そ

の
他

の
特

例
）

第
６

条
教

育
委

員
会

は
、

前
条

に
規

定
す

る
場

合
の

ほ
か

、
次

の
各

号
の
い

ず
れ
か

に
該

当
す

第
６

条
教

育
委

員
会

は
、

前
条

に
規

定
す

る
場

合
の

ほ
か

、
次

の
各

号
の

い
ず

れ
か
に

該
当
す

る
と

き
は

、
学

校
給

食
費

の
全

部
若

し
く

は
一

部
を

保
護

者
か

ら
徴

収
せ
ず

、
若
し

く
は

こ
れ

る
と

き
は

、
学

校
給

食
費

の
全

部
若

し
く

は
一

部
を

保
護

者
か

ら
徴

収
せ

ず
、

若
し
く

は
こ
れ

を
保

護
者

へ
還

付
し

、
又

は
徴

収
す

べ
き

学
校

給
食

費
の

額
を

、
一

食
当
た

り
の
単

価
に

よ
り

を
保

護
者

へ
還

付
し

、
又

は
徴

収
す

べ
き

学
校

給
食

費
の

額
を

、
一

食
当

た
り

の
単
価

に
よ
り

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
そ

の
結

果
、

当
該

額
が

月
額

を
上
回

っ
た
と

き
の

当
該

算
定

す
る

こ
と

が
で

き
る

。
た

だ
し

、
そ

の
結

果
、

当
該

額
が

月
額

を
上

回
っ

た
と
き

の
当
該

月
の

学
校

給
食

費
は

、
月

額
と

す
る
。

月
の

学
校

給
食

費
は

、
月

額
と

す
る
。

(
1
)
・

(
2
)

（
略

）
(
1
)
・

(
2
)

（
略

）

(
3
)

児
童

生
徒

及
び

そ
の

保
護

者
が

、
生

活
保

護
法

（
昭

和
２

５
年

法
律

第
１

４
４
号

）
第
６

条
第

１
項

に
規

定
す

る
要

保
護

者
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
者

と
認

め
ら
れ

る
と

き
。

(
3
)
・

(
4
)

（
略

）
(
4
)
・

(
5
)

（
略

）
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